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社会福祉法人 琵琶湖愛輪会 

 

ケアハウス松の浦湯治の郷 

         



ケアハウス松の浦湯治の郷の重要事項説明書     

  

       

１．事業主体概要        

         

設置者の名称   社会福祉法人琵琶湖愛輪会     

法人所在地   〒５２０－０５１２ 滋賀県大津市大物６６５番地の７ 

代表者氏名   理事長  西地 孝介     

電話番号   ０７７－５９２－２６４１     

設立年月日   １９９９年９月１３日 

 

       

２．ご利用施設名        

         

施設の名称   ケアハウス松の浦湯治の郷     

施設の所在地   〒５２０－０５１２ 滋賀県大津市大物６６５番地の７ 

施設長名   吉川 智子     

電話番号   ０７７－５９２－２６１４     

FAX 番号   ０７７－５９２－１５０５     

開設年月日   ２０００年１０月１３日 

定  員   ５０名     

損害賠償責任保険加入 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

  

  

３．事業の目的と運営方針        

         

事業の目的       

 入居者が心身ともに充実した明るい生活を送ることができるように、入居者

の生活の安定及び充実を図ることを目的とします。    

    

施設運営の方針        

 入居者の皆様が快適に過ごせるよう食事面や入浴面、送迎などに配慮した施

設運営を行う。        

   

 

 



４．利用条件  

      

・年齢が６０歳以上の人、夫婦の場合は一方が６０歳以下でも可能。  

・自立の能力のある方。        

・身体が不自由でも自活能力がある方（入浴、食事、トイレなどに介助を必要

とされない方）。 

・高齢のため独立して生活するには不安があり家族による援助を受けること

が困難な方。 

・必要な費用が負担できる方。（別紙利用一覧表を参照） 

・入居された後、自立できなくなった場合などは、介護サービス等（ヘルパー

ステーション、デイサービスセンター）を利用する。 

・利用者は、自炊が困難な程度の身体機能低下などが認められ、又は諸事情に

より家族と同居できない人。      

  

        

５．職員の配置基準と職務        

         

 施 設 長 総括        １名   

 生活相談員 相談、助言、入居調整      １名   

 介 護 職 員 日常生活の支援・援助      ２名以上   

 栄 養 士 献立作成、調理上の衛生管理   １名   

   

       

６．施設サービスの概要        

■基準サービス        

 食事時間  朝食   7 時３０分から８時３０分   

   昼食 １２時から１３時     

   夕食 １８時から１９時００分   

        

 入浴時間 朝６時から１０時   夕方４時３０分から９時 

  

     ＊この時間内での男女入れ替えで入浴していただきます。 

          

 健康管理 入居者の健康を確保するため、少なくとも 

年１回以上の健康診断を受ける機会を提供する 

など必要な援助を行ないます。   



 利用者から健康に関する相談を受けた時は、速やかに

医療機関等の紹介など必要な援助を行ないます。  

   

７．利用料        

         

 利用料につきましては、別紙を参照してください。   

  

        

８．高齢者虐待の防止  

       

入居者等の人権擁護・虐待防止の為に、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

 

 （１） 研修等を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上に 

努めます。 

 

 （２） 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える 

他、職員が入居者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めま 

す。     

 

 

９．緊急時の対応 

        

 入居者の健康状態に異常を感じた場合は、速やかに主治医または協力医 

療機関への連絡を行なう等の必要な措置を講じるとともに、緊急連絡先 

へ速やかに連絡します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      



１０．苦情相談窓口 

        

  当事業所では、利用者及びご家族から苦情・相談に適切な対応をする

ため下記の専用窓口で受付を行なっておりますので、ご遠慮なくお申し 

出ください。 

尚、直接苦情・ご相談しにくい場合は、事業所の相談箱を設置しており 

ますのでそちらへ書面にて投函していただいても結構です。 

     

 

 

 ■苦情・相談窓口 担 当   厚東 正樹    

    責任者     吉川 智子   

  

        受付時間 午前９時から午後６時まで 

    電話番号  ０７７－５９２－２６１４   

  

 

 

 ■行政機関その他の苦情受付機関 

 

  大津市 健康長寿課  所在地：大津市御陵町３番１号 

電 話：０７７－５２８－２７４１ 

F A X ：０７７－５２６－８３８２ 

    

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



上記の重要事項説明書を２通作成し、利用者、事業所が署名捺印の上、１通ず

つ保管するものとする。        

         

         

         

           説明日  令和   年   月   日 

 

上記重要事項を説明いたしました。      

  

         

滋賀県大津市大物６６５番地の７ 

社会福祉法人琵琶湖愛輪会   

ケアハウス松の浦湯治の郷  

 

施設長名  吉 川  智 子   印  

       

 

説 明 者              印  

         

         

         

上記の重要事項の説明を受けました。      

  

         

         

入 居 者              印 

         

         

代 理 人              印 

         

  

 

 

 

 

 



料金の案内        

         

●ゲストルーム利用  

      

   大人 子供（３歳以上小学生以下） 

１人一泊２食付（夕・朝） ６，１００円 ４,１００円 

１人 宿泊のみ ５，０００円 ３,３００円 

         

 

 

 

●居室宿泊  

        

 

・連泊の５日目から、１日につき５５０円(食事代別途） 

・布団貸出し １日 1,000 円  ※追加は１日につき、１１０円  

   

 

    

●ゲスト食事 

        

 通  常 行事食① 行事食② 

朝 食 ５００円 ６００円   

昼 食 ８００円 ９００円 １０００円 

夕 食 ６００円 ７００円   

         

※行事食①節分の日、桃の節句、端午の節句、敬老の日   

     

※行事食②正月祝膳、クリスマスパーティー     

   

         

         

         

         

         

  



        

特別なサービスについて 

        

「ケアハウス松の浦湯治の郷の入居契約書」第８条第５項に定める 

「特別なサービス」につきましては、下記の通りと致します。   

    

   

項  目 内  容 費  用  

●配薬管理   本人又は身元保証人が 
月   3,000円 

    希望される場合  

●通院介助   本人又は身元保証人が 
1回 500円から 

    希望される場合  

    本人又は身元保証人が 1回   3,600円 

（3時間まで） 

以降 1 時間毎+1200 円 

    希望される場合で診察室  

    まで付き添った場合  

●居室への配膳下膳 
食事の居室への 

配膳と下膳 
1回   150円 

●書類のコピー 
事務所のコピー機を使用

した場合 

1枚（A4まで）  

20円 
 

    ＊モノクロコピー 1枚 A3   40円  

    ＊カラーコピー 1枚     100円  

●書類作成代行 

●書類作成補助 

  

各種申請書類の作成を補

助した場合 

1回   2,000円 

1回    1,000円 

  
●居室整理料 衣替え等（3時間まで） 1回   3,000円 

         

         

・その他のサービスにつきましては、協議の上、費用を決定いたします。 

       

         

 

 

 

 

     

     



         

           

ご利用料について 

入居一時金       

（契約時） 

３，０００，０００円 

＊一時金は減額することも出来ます。 

＊但し、退去時に２０年未満の場合は未経過月数分を返金します。 

  ①管理費（月） １８，９００円 

  ②生活費（月） ４６，９４０円 

  ③事務費（月） 別表一覧表 

                         

管理費：   併用式（入居金+月額管理費） 

 

生活費：   食事費用等 

暖房費冬期（１１月～３月）  月額２，１５０円 

但し、国の基準改正により利用料の変更があります。 

 

事務費：   人件費、設備維持費 

但し、国の基準改正により利用料の変更があります。 

 

入居一時金： ご準備が困難な方はお申し出ください。 

ご相談させていただきます。（３０万円から可能となります。 

但し、内金３０万円は保証金とさせていただきます。） 

 

上記①②③の合計金額が毎月の費用になりますが、入居される方本人の収入に

応じ算出されます。 

 

 

■ 対象収入とは、前年の収入から社会保険料、医療費、租税などの必要経費を

控除した後の収入をいいます。 

 

 

■ 夫婦などで入居する場合の対象収入については、夫婦などの必要経費を合算

し、合算の２分の１をそれぞれ個々の対象収入とします。その額が１５０万

以下に該当する場合の夫婦などのそれぞれの事務費徴収月額は別表の額か

ら３０％を減額した額を本人の事務費徴収額とします。 



○利用料計算参考例 

収入が １，５００，０００円 以下の場合 

月額/ 

管理費１８，９００円+生活費４６，９４０円＋事務費１０，０００円＋水道代等 

その他個々の居室でご使用になられました電気代が別途必要になります。 

＊収入が１５０万円以上の方は、別表により事務費欄参照試算します。 

 

〇入居２０年目を迎えられた場合（一括金ご納入の方） 

入居２０年後も継続しご入居される場合は、１カ月前に契約の更新として保証

金３０万円をご納入いただきます。また、月額利用料に変更が生じます。 

 

〇返還について 

３００万円を納入された方は、契約の終結までの期間が２０年未満の場合に限

り下記の計算式をもとに返還金を算定し、退去時の修繕費等を差し引きさせて

いただいたうえで返還させて頂きます。 

 

【返還式】 

一括納入金  ― 入居された月数  ×  １２，５００円  

(３００万円)              (償還一ヶ月分の金額) 

 

３０万円の方は修繕費等を差し引きさせて頂き返還させて頂きます。 

 

なお、返還金及び保証金が修繕費等を下回る場合は不足分を請求させていただ

きます。 

返還金は居室の明け渡し翌日から一カ月後に返還させて頂きます。 

 

 

〇退去時の原状復帰について（修繕細目一覧参照） 

  基本的に居室内外における入居者様の負担となる原状復帰の項目例 

  

   ・トイレへのウォッシュレットの取り付け 

   ・庭付きの居室の芝生 

・畳表替え・タイルカーペット張替え、キッチン床面の張替え及び補修 

                           （汚損・破損等）  

   その他（ケアハウス修繕細目一覧に記載） 


